
受　賞　企　業　決　定
　都では、技能者の育成と技能継承に取り組んでいる都内の中小企業で、特に成果をあげ
た企業を「東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞」として表彰しています。
　このたび、第５回となる「東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞」の受賞企業
を学識経験者等で構成される審査会において審査し、今年度は、大賞を１社、奨励賞を４
社決定しました。
　この表彰制度により、中小企業における技能者の処遇・地位向上が図られ、東京の産業
の活性化と競争力のある東京のものづくり産業がさらに発展することを期待しています。

登録番号（20）609

古紙配合率100％再生紙を使用しています

東京都産業労働局雇用就業部能力開発課
〒163－8001   東京都新宿区西新宿２－８－１   都庁第一本庁舎31階（北）
電話：03－5320－4717　  Fax：03－5388－1452

TOKYOはたらくネットのホームページ（URL）
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

株式会社オーワ
《鉄道車輌室内金具製造及び部品製造》

葛飾区：　　　　　
東京商工会議所推薦

〒124-0023   葛飾区東新小岩5-19-1
電話：03-3697-1101　FAX：03-3697-1138
URL：http://www.b-info.jp/ohwa/

◆技能者の養成と技能継承への取組み
① 地域の人材と技術を残すという考えから、「地域にあっての町工場」として、
工場の郊外移転は一切行わず、一定の技能を有する地元の中途採用者を「人
財」として積極的に受け入れている。このような観点から、人材育成を重
点においた通信紙を定期的に発行し、手作り資料を用いた研修を工夫する
など、社長を筆頭に社一丸となって取組んでいる。

② 新卒者などには、入社して半年程、週に数時間の社内教育時間を設けている。
図面の読取りや工作機械、工具の使用方法等について、分かりやすい資料
を用いて研修を行っている。講習会の受講費用などは、必要と認められた
場合、全額負担している。

③ 定年後も健康上問題のない場合は、最長70歳まで継続雇用し、技能継承を行っている。優秀な技能者には、さら
なる処遇の向上や人事部門への登用もある。

④ 葛飾区と連携して「葛飾ブランド町工場物語（マンガ版）」の作成に取組むなど、地域に根ざした工場の紹介に
貢献している。

⑤ 鉄道車輌の取手（とって）製造など優れた技術を有し、これを社内外問わず業界内で広く提供している。

株 式 会 社 オ ー ワ
（葛飾区：東京商工会議所推薦）

株式会社浜野製作所
（墨田区：墨田区推薦）

根本特殊化学株式会社
（杉並区：東京経営者協会推薦）

株式会社島田電機製作所
（世田谷区：世田谷工業振興協会推薦）

東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞
受賞企業一覧（平成16年度～平成19年度）

㈱松崎マトリクステクノ
（繊維精密機械設計・製造業）

㈱上島熱処理工業所
（金属熱処理加工業）

橘鍛工㈱
（金属熱処理加工業）

㈱奈良機械製作所
（産業機械製造業）

16

㈱昭和製作所
（金属加工業）

㈱宇野澤組鐵工所
（一般機械製造業）

㈱成立
（金属加工業）

㈱東陽製作所
（自動車部品等製造業）

17

㈱タムラエジア
（金属加工業）

㈱サンリック
（特殊金属加工業等）

大肯精密㈱
（機械製造業）

吉田テクノワークス㈱
（情報通信機器部品の製造等）

18

19 堀越精機㈱
（金属加工業）

バキュームモールド工業㈱
（プラスチック製品の真空金型等の製作）

㈱ミキモト装身具
（貴金属装身具の製造等）

千代田第一工業㈱
（電気めっき業）

奨励賞大　賞年度

大　賞
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益工業株式会社
（大田区：大田区推薦）

 推 薦 依 頼  ･･･････ 5 月23日㈮

 推 薦 受 付  ･･･････ 8 月 4 日㈪、5 日㈫

 贈 呈 審 査 会  ･･･････ 9 月 4 日㈭、10日㈬、18日㈭

 表 彰 式  ･･･････ 11月20日㈭

◆平成20年度実施スケジュール

　技能者の育成と処遇・地位の向上に努めた中小企業の中から、次の第１号から第２号の
すべてに該当する企業であって、かつ第３号から第６号のいずれかに該当する企業です。

　１　都内に所在する中小企業（都内に主たる事業所を有し事業を営む中小企業）で、「も
のづくり基盤技術振興基本法施行令」第２条に定める業種であること。

　２　過去５年間の間に法令等に違反した事実の無い中小企業
　３　技能の向上のために技能者の能力開発を積極的に行っている中小企業
　４　技能者の処遇・地位向上に独自の取組みを行っている中小企業
　５　地域や業界における技能継承に積極的に取組み、その貢献が顕著な中小企業
　６　その他人材育成について独自の取組みを行っている中小企業

◆選定の対象

　学識経験者や、労働施策に通じている者、職業能力開発に携わる者、高度な技能を保持
している現役技能者などの委員からなる「東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞
贈呈審査会」において、総合経済団体及び区市町村等から推薦された中小企業の中から選
考し、東京都知事名で表彰します。

◆選定の方法
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益工業株式会社
《精密機械加工、真空熱処理》 大田区：大田区推薦

〒143-0014   大田区大森中1-17-23
電話：03-3763-0141　FAX：03-3768-2048
URL：http://www.mmsk.co.jp/

1 人材育成に関する基本的要素
　教育訓練実施要領を制定し、社全体のマネジメントに組込むことにより、人材育成を実践し
ている。職務能力レベル基準表をもとに社員の技能レベルを評価し、求められる人材育成の課
題を年度ごとにまとめて、業務改善のPDCAに生かしている。品質目標を明示し社員全体が同
じ目標を持ち、高品質の製品を製造している。このことが、厳格といわれる航空機メーカーの
熱処理認定や、ISO9001及びJISQ9100を取得していることにもつながっており、企業活動に
おける人材育成の大きな柱となっている。

2 技能者の能力開発への取組み
　現場で発生した不具合は「失敗に学ぼう」と題して「ワンポイント
レッスン」を行うなど、OJTの中で熟練技能者が若手技能者を育成す
る環境を整えている。技能検定など国家資格の受検者には参考文献を
提供し、試験の受験や準備講習会に係る費用を全て会社が負担するな
ど、全面的に支援している。

3 技能者の処遇・地位向上への取組み
　給与査定基準に基づき、国家技能資格取得者には相応の処遇を行っている。また、60歳定年制度を設けているが、
条件により65歳まで再雇用できる制度を導入している。特に、優秀な者には希望する限り更新を行い、現在、72歳で
旋盤技能工として若手社員とペアを組み、技能の継承を実践している者もいる。

4 地域・社会的貢献やその他の人材育成の取組み
　大田区の「大田区優工場認定制度」において、２度も「優工場」総
合部門賞に認定・表彰されるなど、地域との連携も深い。また、東京
都の航空機関連産業セミナーや板橋区中小企業向けセミナーなどに出
展すること等により、モノづくりの素晴らしさを伝達している。
　各自が「品質宣言」を行うことにより、課題を設けてさらなるレベ
ルアップを図っている。

株式会社浜野製作所
《金属プレス、板金加工》 墨田区：墨田区推薦

〒131-0041   墨田区八広4-39-7
電話：03-5631-9111　FAX：03-5631-9112
URL：http://www.hamano-products.co.jp/

◆技能者の養成と技能継承への取組み
① 社長を筆頭に、社員全員が5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）＋スピードを重
視し、働きやすい職場環境を整えている。社屋は赤・黄・青を基調とした配色で、
「プレス工場は汚い」というイメージは全くない。社全体に明るさと元気が溢れ、
若手社員を中心としてブログ等を効果的に活用するなど、社員同士のコミュニ
ケーションは活発である。このように、環境を改善することによって、技術向
上の気運を高めている。

② 評価マップ、力量マップなどの「スキルシート」による目標管理制度を設け、社員の技能にあった研修プログラムを作成、
実施している。「作業工程のID管理化」により、複数の社員による作業の効率化を図り、NG（不良）品の減少を実現
させた。溶接、プレスなど業務に必要と認められる講習は、会社が経費の全額を負担している。

③ 全体的に若い社員が多い中で、有用な資格を取得した者には、職能給を支給している。
④「ビズ・スタイルすみだ2007（すみだ産学官連携事業）」の実践プログラムや「次世代ものづくり人材育成支援事業」
への協力など墨田区と連携は深く、地域に密着した工場である。インターンシップでは大学のゼミ生が多く立ち寄り、
また、地元小学生の体験学習や工場見学を積極的に受け入れるなど、地域と一体化した産学官連携を実現している。

株式会社島田電機製作所
《エレベータ表示器等の製造》

世田谷区：　　　　　　
世田谷工業振興協会推薦

〒157-0061   世田谷区北烏山8-25-1
電話：03-3300-1341　FAX：03-3307-8912
URL：http://www.shimada.cc/

根本特殊化学株式会社
《化学品製造業》

杉並区：　　　　　
東京経営者協会推薦

〒167-0043   杉並区上荻1-15-1
電話：03-3392-7811　FAX：03-3392-9582
URL：http://www.nemoto.co.jp/jp/about/outline.html

◆技能者の養成と技能継承への取組み
①社員全員が基本的な習得能力（知識・技能）の向上を図ることを人材育成の柱としている。そのために自己評価
に基づく人事考課制度、職能資格等級制度を設けて、業務に対する自己評価や自己啓発を促進することを基本に
人材育成に取組んでいる。さらに、人材育成は将来の投資としてとらえ、例えば、若手社員を１年間大学院に派
遣するなど、能力開発には積極的である。

②若手社員への技能継承は基本的にはＯＪＴにより実施している。定年退職
後も再雇用制度を設けて後継者育成を図っている。

③安全衛生等に係る関連資格をも積極的に取得させ、費用等は会社負担とし
ている外、有効な資格を取得した者に対し、資格取得奨励制度を設けている。

④杉並区内の中学生を体験学習の一環として毎年受け入れ、蛍光体製造など
の専門技術について分かりやすく伝えている。

⑤毎年研究開発成果発表会を開催して、研究開発意欲の促進を図るとともに、
職務発明等で会社への貢献が大きい場合は表彰等を行っている。

◆技能者の養成と技能継承への取組み
①蓄積された高い技術やノウハウの継承を図っていくために、製造グループ別（板金、組立、アクリル、検査）に
教育訓練計画を定め、目標を明確にして評価を行っている。また、給与規程、職務基準書、職能要件書等に基づき、
年２回人事考査を実施するなど、処遇面はもとより、総合的に人材育成に取組んでいる。

②技能認定試験の受験を積極的に奨励し、特に、有効期限が設けられているメーカーの認定試験（１級は３年、２
級は１年など）については常に更新できるよう、日頃より指導している。受験に必要な費用はすべて会社負担で、
社員の意識は非常に高く、合格率も高い。

③資格手当は80種類を超え、時間外単価にも反映するなど、意欲の高い者に
対して相応の評価を行っている。

④今年度は、インターンシップとして工業高校生を受け入れた。生徒の熱意
に応えて、所定の35時間を越える等して、熱心に指導することによりもの
づくりの魅力を伝えた。また職場体験の地元中学生も受け入れた。

⑤講習会や勉強会を随時開催し、ベテランはもちろん、若い社員であっても
高い技能を有するものは講師として活躍している。

大 賞

奨励賞

奨励賞奨励賞

▲失敗に学ぼう

代表取締役　中西忠輔


